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男鹿市告示第５６号 

 

 男鹿市母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

  令和７年４月１日 

 

               男鹿市長 菅 原 広 二    

 

男鹿市母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給要綱の一部を改正する告示 

男鹿市母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給要綱（令和６年告示第６５号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父（以

下「母子家庭の母等」という。）の就職を容易にするた
めに必要な資格の取得を支援し、ひとり親家庭の経済的
自立の促進を図ることを目的に、該当資格に係る養成訓
練の受講期間について男鹿市母子家庭等高等職業訓練促
進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時にお
ける負担を考慮した男鹿市高等職業訓練修了支援給付金
の支給について、男鹿市補助金等交付規則（平成17年男
鹿市規則第40号）に定めるもののほか、必要な事項を定
めるものとする。 

第１条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父（以

下「母子家庭の母等」という。）の就職を容易にするた
めに必要な資格の取得を支援し、ひとり親家庭の経済的
自立の促進を図ることを目的とする男鹿市母子家庭等高
等職業訓練促進給付金（以下「給付金」という。）の支
給について、男鹿市補助金等交付規則（平成17年男鹿市
規則第40号）に定めるもののほか、必要な事項を定める
ものとする。 

（給付金の種類） （給付金の種類） 

第２条 給付金の種類は、次のとおりとする。 第２条 給付金の種類は、次のとおりとする。 

⑴ 高等職業訓練促進給付金（以下「訓練促進給付金」
という。） 

⑴ 高等職業訓練促進費（以下「訓練促進費」という。） 
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改正後 改正前 

⑵ 高等職業訓練修了支援給付金（以下「修了支援給付
金」という。） 

⑵ 高等職業訓練修了支援給付金（以下「支援給付金」
という。） 

（対象者） （対象者） 

第３条 給付金の支給対象となる者（以下「対象者」とい
う。）は、次の各号に掲げる給付金の種類の区分に応じ、
当該各号に定める要件に該当する者とする。 

第３条 給付金の支給対象となる者（以下「対象者」とい
う。）は、次の各号に掲げる給付金の種類の区分に応じ、
当該各号に定める要件に該当する者とする。 

⑴ 訓練促進給付金 修業開始日以後において、次に掲
げる要件の全てに該当する者 

⑴ 訓練促進費 修業開始日において、次に掲げる要件
の全てに該当する者 

ア 男鹿市に住所を有する20歳未満の児童を扶養する
母子家庭の母等であること。 

ア 男鹿市に住所を有する20歳未満の児童を扶養する
母子家庭の母等であること。 

イ 児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）による児
童扶養手当（以下「児童扶養手当」という。）の支
給を受けている者と同等の所得水準にあること。た
だし、所得水準を超過した場合であっても、１年に
限り引き続き対象者とする。 

イ 児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）による児
童扶養手当（以下「児童扶養手当」という。）の支
給を受けている者と同等の所得水準にあること。た
だし、所得制限水準を超過した場合であっても、１
年に限り引き続き対象者とする。 

ウ 養成機関において６月以上の養成課程を修業し、
第４条に掲げる資格の取得が見込まれる者であるこ
と。 

ウ 養成機関において６月以上の養成課程を修業し、
第４条に掲げる資格の取得が見込まれる者であるこ
と。 

エ 就業又は育児と修業の両立が困難であると認めら
れる者であること。 

エ 就業又は育児と修業の両立が困難であると認めら
れる者であること。 

オ 原則として過去に訓練促進給付金を受給していな
いこと。ただし、准看護師の資格の取得を目的とし
た養成機関（以下「准看護師養成機関」という。）

を修了し、引き続き看護師の資格の取得を目的とし
た養成機関（以下「看護師養成機関」という。）で
修業する者にあっては、この限りでない。 

オ 原則として過去にこの告示に基づく訓練促進費を
受給していないこと。ただし、准看護師の資格の取
得を目的とした養成機関（以下「准看護師養成機関」

という。）を修了し、引き続き看護師の資格の取得
を目的とした養成機関（以下「看護師養成機関」と
いう。）で修業する者にあっては、この限りでない。 

⑵ 修了支援給付金 修業開始日及び修了日（訓練促進 ⑵ 支援給付金 修業開始日及び修了日（訓練促進費の



3 

改正後 改正前 

給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者
が引き続き看護師養成機関で修業し、及び当該看護師
養成機関を修了した場合にあっては、当該看護師養成
機関の修了日）において、前号アからエまでの要件の
いずれにも該当し、かつ、原則として過去に修了支援
給付金を受給していない者 

支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が引き続
き看護師養成機関で修業し、及び当該看護師養成機関
を修了した場合にあっては、当該看護師養成機関の修
了日）において、前号アからエまでの要件のいずれに
も該当し、かつ、原則として過去にこの告示に基づく
支援給付金を受給していない者 

（支給額） （支給額） 

第５条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる給付金の種
類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第５条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる給付金の種
類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 訓練促進給付金 ⑴ 訓練促進費 

ア 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者（当該
対象者の民法（明治29年法律第89号）第877条第１項
に規定する扶養義務者で当該対象者と生計を同じく
するものを含む。以下同じ。）が訓練促進給付金の
支給を請求する月の属する年度（請求のあった月が

４月から７月までの場合にあっては、前年度）分の
地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による市町
村民税が課されない者又は市の条例で定めるところ
により当該市町村民税を免除された者 

ア 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者（当該
対象者の民法（明治29年法律第89号）第877条第１項
に規定する扶養義務者で当該対象者と生計を同じく
するものを含む。以下同じ。）が訓練促進費の支給
を請求する月の属する年度（請求のあった月が４月

から７月までの場合にあっては、前年度）分の地方
税法（昭和25年法律第245号）の規定による市町村民
税が課されない者又は市の条例で定めるところによ
り当該市町村民税を免除された者 

(ア) 養成機関における課程の修了までの期間の最
後の12月間を除く期間 月額10万円 

(ア) 養成機関における課程の修了までの期間の最
後の12月間を除く期間 月額10万円 

(イ) 養成機関における課程の修了までの期間の最
後の12月間 月額14万円 

(イ) 養成機関における課程の修了までの期間の最
後の12月間 月額14万円 

イ アに掲げる者以外の者 イ アに掲げる者以外の者 

(ア) 養成機関における課程の修了までの期間の最
後の12月間を除く期間 月額７万500円 

(ア) 養成機関における課程の修了までの期間の最
後の12月間を除く期間 月額７万500円 

(イ) 養成機関における課程の修了までの期間の最 (イ) 養成機関における課程の修了までの期間の最
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改正後 改正前 

後の12月間 月額11万500円 後の12月間 月額11万500円 

⑵ 修了支援給付金 ⑵ 支援給付金 

ア 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が
修了日の属する年度（修了日の属する月が４月から
７月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法
の規定による市町村民税が課されない者 ５万円 

ア 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が
修了日の属する年度（修了日の属する年度が４月か
ら７月までの場合にあっては、前年度）分の地方税
法の規定による市町村民税が課されない者 ５万円 

イ アに掲げる者以外の者 ２万5000円 イ アに掲げる者以外の者 ２万5000円 

（支給対象期間） （支給対象期間） 

第６条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間（以下「支
給対象期間」という。）は、修業する全期間とし、上限
を48月とする。 

第６条 訓練促進費の支給の対象となる期間（以下「支給
対象期間」という。）は、修業する期間とし、上限を48
月とする。 

２ 前項の場合において、訓練促進給付金の支給を受け准
看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師養成機
関で修業するときは、通算48月を超えない月分までを支
給対象とする。 

 

（支給等） （支給等） 

第７条 訓練促進給付金は、第９条第１項の規定による申
請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した
日の属する月までの間において、対象者が第３条第１号
に掲げる要件の全てに該当する場合に、月ごとに支給す
る。 

第７条 訓練促進費は、第９条第１項の規定による申請の
あった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の
属する月までの間において、対象者が第３条第１号に掲
げる要件の全てに該当する場合に、月ごとに支給する。 

２ 修了支援給付金は、修了日を経過した以後に支給する。
なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関

を修了する者が、引き続き看護師養成機関で修業する場
合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した
日以降に修了支援給付金を支給する。 

２ 支援給付金は養成機関における修業が修了する最終月
の訓練促進費に上乗せし支給する。 

（支給申請） （支給申請） 
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改正後 改正前 

第９条 申請者は、男鹿市母子家庭等高等職業訓練促進給
付金支給申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる給
付金の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書
類を添えて市長に申請しなければならない。この場合に
おいて、市長が添付書類により証明すべき事項を公簿等
によって確認することについて申請者が同意したとき
は、当該書類を省略させることができる。 

第９条 申請者は、男鹿市母子家庭等高等職業訓練促進給
付金支給申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる給
付金の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書
類を添えて市長に申請しなければならない。この場合に
おいて、市長が添付書類により証明すべき事項を公簿等
によって確認することについて申請者が同意したとき
は、当該書類を省略させることができる。 

⑴ 訓練促進給付金 ⑴ 訓練促進費 

ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は
抄本 

ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は
抄本 

イ 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者全
員の住民票の写し 

イ 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者全
員の住民票の写し 

ウ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し（当該申請
者が児童扶養手当の支給を受けている者であって、
１月から７月まで、11月又は12月において申請する

場合に限る。）又は所得証明書 

ウ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し（当該申請
者が児童扶養手当の支給を受けている者であって、
１月から７月まで、11月又は12月において申請する

場合に限る。）又は所得証明書 

エ 第５条第１号アに掲げる者に当たっては、申請者
及び該当申請者と同一の世帯に属する者の地方税法
の規定による市町村民税が課されていない旨を証明
する書類 

 

オ 養成機関の長が証明する在籍証明書 エ 養成機関の長が証明する在籍証明書 

カ アからオに掲げるもののほか、市長が必要と認め
る書類 

オ アからエに掲げるもののほか、市長が必要と認め
る書類 

⑵ 修了支援給付金 ⑵ 支援給付金 

ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は
抄本（修業開始日及び修了日における状況を証明で
きるものに限る。） 

ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は
抄本（修業開始日及び修了日における状況を証明で
きるものに限る。） 
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改正後 改正前 

イ 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者全
員の住民票の写し（修了日における状況を証明でき
るものに限る。） 

イ 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者全
員の住民票の写し（修業開始日及び修了日における
状況を証明できるものに限る。） 

ウ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し（当該申請
者が児童扶養手当の支給を受けている者であって、
１月から７月まで、11月又は12月において申請する
場合に限る。）又は所得証明書 

ウ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し（当該申請
者が児童扶養手当の支給を受けている者であって、
１月から７月まで、11月又は12月において申請する
場合に限る。）又は所得証明書 

エ 第５条第２号アに掲げる者に当たっては、申請者
及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法
の規定による市町村民税が課されていない旨を証明
する書類 

 

オ 当該カリキュラムの修了証明書の写し  

カ アからオに掲げるもののほか、市長が必要と認め
る書類 

エ アからウに掲げるもののほか、市長が必要と認め
る書類 

２ 前項の規定による申請の時期は、次のとおりとする。 ２ 前項の規定による申請の時期は、次のとおりとする。 

⑴ 訓練促進給付金 修業開始日以降の日 ⑴ 訓練促進費 修業開始日以降の日 

⑵ 修了支援給付金 修了日から起算して30日以内。た
だし、申請者が当該期間内に申請しなかったことにつ
いてやむを得ない理由があると市長が認めた場合は、
この限りでない。 

⑵ 支援給付金 修了日から起算して30日以内。ただし、
申請者が当該期間内に申請しなかったことについてや
むを得ない理由があると市長が認めた場合は、この限
りでない。 

（支給決定） （支給決定） 

第10条 市長は、前条第１項の規定による申請があった場
合は、内容を審査し、速やかに支給の可否を決定し、男

鹿市母子家庭等高等職業訓練促進給付金決定（却下）通
知書（様式第２号）により当該申請者に通知するものと
する。 

第10条 市長は、前条第１項の規定による申請があった場
合は、内容を審査し、支給金の支給が適当と認めるとき

は、男鹿市母子家庭等高等職業訓練促進給付金決定通知
書（様式第２号）により当該申請者に通知するものとす
る。 

（請求） （訓練促進費の請求） 



7 

改正後 改正前 

第11条 前条の規定による給付金の支給の決定を受けた者
（以下「支給決定者」という。）は、男鹿市母子家庭等
高等職業訓練促進給付金請求書（様式第３号）により、
促進給付金に当たっては支給対象月の翌月の10日まで
に、修了支援給付金に当たっては速やかに市長へ請求し
なければならない。 

第11条 前条の規定による給付金の支給の決定を受けた者
（以下「支給決定者」という。）は、男鹿市母子家庭等
高等職業訓練促進給付金請求書（様式第３号）により当
該月の訓練促進費を翌月の10日までに市長へ請求しなけ
ればならない。 

（修了報告） （修了報告） 

第14条 支給決定者は、養成機関における養成課程を修了

したときは男鹿市母子家庭等高等職業訓練修了報告書

（様式第７号）に養成機関の長が認定する修了証明書の

写しを添えて、修了日から起算して30日以内に市長に報

告しなければならない。 

第14条 支給決定者は、養成機関における養成課程を修了

したときは男鹿市母子家庭等高等職業訓練修業実績報告

書（様式第７号）に養成機関の長が認定する修了証明書

の写しを添えて、修了日から起算して30日以内に市長に

報告しなければならない。 
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改正後 改正前 

様式第１号（第９条関係） 様式第１号（第９条関係） 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 

様式第２号（第10条関係） 様式第２号（第10条関係） 
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改正後 改正前 

様式第７号（第14条関係） 様式第７号（第14条関係） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である。 
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附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 


